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議案第１０２号 

小田原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年小田原市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２の４の項中「若しくは特例給付」を「及び子ども・子育て支援法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４７号）附則第１３条第１項の規定によりなお従前の例

によることとされた同法第１２条の規定による改正前の児童手当法附則第２条第１項の

給付」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和 ６ 年１１月２９日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

（理由） 

児童手当法の一部改正に伴う所要の整備を行うため提案するものであります。 


